
ACCESS 版 KEMPOS 

令和４年４月 印紙代 設定切換ツール説明書 

 

１． 印紙代切替ツールの目的 

① 特許法等の改正に伴い令和４年４月１日から特許料印紙代及び商標登録料等の料金体系が変わります。 

② 法改正に際して KEMPOSで設定されている単価表を改正後の新料金に切り替える必要があります。 

・改正前に新料金を記載した書類と旧料金を記載した書類を発行する時、印紙代切替ツールを使用する

ことで簡単に新料金と旧料金の切替が可能です。 

２． ツール使用前の設定作業 

① 新料金と旧料金の切替は「kmpR04印紙代切替 ACC.mdb」というアプリを使用して行います。 

・特許 2000等の KEMPOSに関連する全てのアプリが入っている「kdbe」というフォルダを開き、 

「kmpR04印紙代切替 ACC.mdb」を入れてください。 

・通常は C：(C ドライブ)の中に「kdbe」フォルダがありますが、フォルダが見つからない場合には特

許 2000のショートカットを右クリック後、「ファイルの場所を開く」から確認して下さい。 

    

 

 

 

 

 

    ・起動時の画面につきまして 

     初回起動時に下記のエラーメッセージが出ますが、「終了」を押して一旦画面を閉じていただき 

     再度起動しますと正常に起動することができます。 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 現在使用している印紙代の設定の確認 

・特許 2000にログイン後オプションを開き、印紙代・手数料の設定を開いてください。 

【印紙代・手数料の設定画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本改正により切り替わる料金の一覧です。 

【特許料】 

 

 

【商標登録料等】 

 

 

 

 

 

 

・右側の単価 Codeは KEMPOS上で標準的に設定されている単価 Codeです。 

 切替ツールの初期設定も同じです。 

 ※オリジナルの単価 Codeを使用されている場合は、単価 Codeを控えてください。 

切替ツールの初期設定を変更する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 印紙代切換ツール起動 

・「kmpR04印紙代切換 ACC.mdb」を開いてください。 

 【起動後の画面】画面右側で切替を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単価 Codeの設定 

※オリジナルの単価 Codeを使用されている場合 

  ・単価 Codeのプルダウンを開き、実際に使用している単価 Codeに変更してください。 

   特許料印紙代については１～２５年度分まで全て設定を変更してください。 

変更せずにツールを使用すると正常に切り替えができません。 

※②で確認した標準で設定されている単価 Codeと同じ場合は特に変更はありません。 

【特許料印紙代】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【商標登録料等】 

 

 

 

 

 

・商標出願登録料及び更新登録料（分納後期）について 

・商標出願登録料及び更新登録料（分納後期）につきましては 

初期設定で単価 Codeは設定しておりません。 

・分納後期の費用は、前期分の納付日を基準としておりますので 

 実際に新料金として適用されるのは５年後の 2027/4/1以降となります。 

 その際弊社よりお知らせさせていただく予定ですが、上記の点から 

本ツール納品時の初期設定では切替の対象から除外させていただいております。 

・尚、商標の分納後期の料金の切替につきまして、影響等がなく、すぐに切り替えを行いたい場合は 

プルダウンより単価 Codeを選択してください。 

 

・一部の単価において切替が不要な場合 

    ・一部の単価を切替しないことも可能です。 

     例：商標更新申請印紙代（分納前期） 

・例として商標更新登録料の分納前期について新料金への切替が不要な場合 

 プルダウンより「設定せず」を選択してください。 

 ・プルダウンを開いた状態で単価 Codeをバックスペースキーで消しますと 

すぐに「設定せず」が表示されます。 

  1.プルダウンを開いた状態で単価 Codeを消してください。 

       

 

   ↓ 

  2.すぐに「設定せず」が表示されます。 

   

 

・基本料と単価は「\0」でセットされます。 

  

 

上記の設定により一部料金のみ切替対象から除外することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



・起動後の初期設定で異なる単価 Codeがセットされていた場合 

   ・ツール起動後の初期設定で異なる単価 Codeがセットされている場合があります。 

    その際は料金表示も変わっておりますので、印紙代・手数料の設定で確認した正しい単価 Codeを 

プルダウンよりセットしていただくようお願いいたします。 

例：商標出願登録料に違う単価 Codeがセットされていた場合 

・起動時に違う単価 Codeが設定されている場合があります。 

 

・プルダウンを開き、印紙代・手数料の設定で確認した正しい単価 Codeをセットしてください。 

     ※標準設定ですと「9340」ですが、オリジナルの単価 Codeを使用している場合は 

    そちらをセットしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３． 切替作業 

① 新料金と旧料金を切り替えます。 

・新料金に設定ボタンを押すことで新料金に切り替わります。 

【特許料印紙代】旧料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商標登録料等】旧料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・新料金に切り替わった後の画面です。旧料金に設定ボタンを押すと先ほどの旧料金に戻ります。 

【特許料印紙代】新料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商標登録料等】新料金 

     

 

 

 

 

        ・分納後期分については単価 Codeを設定していないので切り替わっておりません 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４． 出力例 

実際に印紙代を出力した際の画面です。旧料金と新料金で出力される金額が違います。 

下記の案件、整理番号「150208-011」で実際に出力した画面です。 

※出力前に審査請求日が入力されていることを確認してください。審査請求日が入力されていないと 

正しく印紙代の計算が行われません。 

・審査請求日：平成２４年４月 

・請求項：１０ 

・次回年金納付年数：９年度分 

・次回年金納付期限：令和４年４月１０日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 令和４年３月以前にこの案件の年金納付を行う場合、印紙代は旧料金となりますので、その際にお知ら

せに記載される印紙代は以下の金額となります。 

 

【旧料金】 

基本料：１９３００円 

 請求項：１５００円×１０ 

 印紙代：１９３００＋１５０００ ＝ ３４３００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 令和４年４月以降に年金納付を行う場合、印紙代は新料金となりますので、印紙代切替ツールを使用し

て新料金を表示します。その際にお知らせに記載される印紙代は以下の金額となります。 

     

【新料金】 

基本料：２４８００円 

     請求項：１９００円×１０ 

   印紙代：２４８００＋１９０００ ＝ ４３８００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のように改正後に年金納付期限が存在する案件の場合、令和４年３月以前(旧料金)と令和４年４月

以降(新料金)で印紙代の金額が違いますので、ツールを使用してそれぞれのお知らせの料金を提示する

ことが可能です。 

 



５． 新旧料金表 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


